
 

 

 

相互連携 

差別をしたとされる人 

関係行政機関 
③ 申立て 

⑥ 助言、 

あっせん付託 

④ 調査指示 

個別事案の解決の流れ（イメージ） 

 

障
害
の
あ
る
人
、
保
護
者
、
関
係
者 

① 相談 

② 事実の通告 

虐待等の通報 

② 

関
係
機
関
紹
介 

法
律
支
援
あ
っ
せ
ん 

知
事
申
立
て
の
支
援 

② 説明・助言・調整 

指
定
機
関 

（
中
核
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
等
） 

⑦ 

助
言 

あ
っ
せ
ん 

⑦’ 訴訟援助 

⑧ 差別解消 

勧告の求め 

⑨ 

勧
告 

 

 

知   

 

 

事 

⑩ 

公
表 

⑤ 

調
査 

 

（
任
意
） 

⑤ 

調
査 

（
協
力
義
務
） 

地
域
相
談
員 

（
身
体
・
知
的
・
そ
の
他
応

募
し
た
相
談
員
） 

委 
員 
会 

（
障
害
差
別
解
消
委
員
会
） 

（県） 


